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平成２１年第２回三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その２）

区 分 件 名 概 要

予 算 １３件
条 例 案 ７件 議案 ３３件
その他議案 １３件
報 告 １５件
認 定 件
提 出 件

計 ４８件

（注）現段階での予定案件であり、今後若干の変更が
ある場合がある。

◎予算
（１３件）

総務部 【１】平成 年度三重県一般会計補正予算（第１０号）21

【２】平成 年度三重県母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）21

【３】平成 年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事業特別会計補正予算21
（第１号）

【４】平成 年度三重県農業改良資金貸付事業等特別会計補正予算（第２号）21

【５】平成 年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）21

【６】平成 年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）21

【７】平成 年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）21

【８】平成 年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）21

【９】平成 年度三重県公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号）21

【１０】平成 年度三重県水道事業会計補正予算（第２号）21

【１１】平成 年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第２号）21

【１２】平成 年度三重県電気事業会計補正予算（第１号）21

【１３】平成 年度三重県病院事業会計補正予算（第１号）21
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区 分 件 名 概 要

◎条例案
（７件） 【１４】

健康福祉部 三重県地域医療再生臨時特 国から交付される地域医療再生臨時特例交付金により、医
例基金条例案 療提供施設の機能の強化、医師の確保等の地域医療の課題を

解決することを目的として、県が定める地域医療再生計画に
基づく事業に要する経費の財源に充てるため、三重県地域医
療再生臨時特例基金を設置するものである。

（ ）公布の日から施行

（主な制定内容）

・ 基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等

について規定する。

〈参 考〉

○ 地域医療再生臨時特例交付金の概要

国の「経済危機対策 （平成２１年４月１０日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対」

策閣僚会議合同会議）において、都道府県が地域の医療課題の解決に向けて策定する「地域医療再生

計画」に基づいて行う、医療圏単位での医療提供施設の機能の強化、医師の確保等の取組に対し、都

道府県に地域医療再生臨時特例交付金の交付が決定されたものである。

【１５】
政策部 三重県の事務処理の特例に 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、

関する条例の一部を改正す 知事の権限に属する事務の一部を市町が処理することについ
る条例案 て改正を行うものである。

（平成２２年４月１日（一部公布の日）から施行）

（主な改正内容）

(1) 都市計画法第２９条第１項及び第２項の規定による開発行為の許可等

に係る事務を処理することとする市町に桑名市を加えるものとする。

(2) その他規定を整備するものとする。

〈参 考〉

○ 地方自治法

（条例による事務処理の特例）

第２５２条の１７の２ 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるとこ

ろにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理す

ることとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

【１６】
総務部 議会の議員その他非常勤の 地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、規定を整備する

職員の公務災害補償等に関 ものである。
する条例の一部を改正する （平成２２年１月１日から施行）

（主な改正内容）条例案
・非常勤の船員が適用対象となることに伴い、関係規定を削る。
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区 分 件 名 概 要

【１７】
総務部 三重県県税条例の一部を改 三重県福祉基金、三重県中小企業振興基金、三重県体育ス

正する条例案 ポーツ振興基金及び三重県環境保全基金の財源に充てるた
め、法人の県民税の法人税割に係る税率の特例措置の適用期
限を延長するものである。

（公布の日から施行）
（主な改正内容）

・ 法人の県民税の法人税割の税率に係る特例措置の適用期限を平成

２７年１２月３１日まで延長する。

〈参 考〉

○ 法人の県民税の法人税割に係る超過課税の概要

１ 税率 ５．８％（地方税法で規定する標準税率は５．０％、超過課税分は０．８％）

２ 対象法人 ① 資本金額（出資金額）が、１億円を超える法人

② 法人税割の課税標準となる法人税額が、１，０００万円を超える法人

③ 保険業法に規定する相互会社

３ 適用期限 昭和５１年１月１日から平成２２年１２月３１日（現行）までの間に終了する事業

年度分

【１８】
健康福祉部 三重県衛生関係試験委員 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法

設置条例及び三重県手数料 律の一部改正等に伴い、関係条例の規定を整理するものであ
条例の一部を改正する条例 る。
案 （公布の日から施行）

（主な改正内容）

次に掲げる条例において規定を整備する。

( )三重県衛生関係試験委員設置条例1
( )三重県手数料条例2

〈参 考〉

○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律

（歯科技工士法の一部改正関係）

「歯科技工士試験」の名称を「歯科技工士国家試験」に改めるものである。
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区 分 件 名 概 要

【１９】
教育委員会 三重県立特別支援学校条例 県立特別支援学校高等部生徒の増加に伴い、県立特別支援

の一部を改正する条例案 学校の規模及び配置の適正化を図るため、三重県立杉の子特
別支援学校石薬師分校を新たに設置するものである。

（平成２２年４月１日から施行）
（主な改正内容）

・三重県立杉の子特別支援学校石薬師分校に係る規定を加える。

〈参 考〉

○ 県立特別支援学校整備第一次実施計画（平成１９年度～平成２２年度）の概要

平成２２年４月の開校を目途に、石薬師高等学校内に杉の子特別支援学校の分校（知的障がい1
対応の高等部）を設置

できる限り早い時期に県立高等学校の施設を活用し、桑名、員弁地域に知的障がい対応の県立2
特別支援学校を設置することとし、設置場所、内容等を検討

草の実特別支援学校を城山特別支援学校と統合して管理運営を一元化3
特別支援学校東紀州くろしお学園おわせ分校を尾鷲高等学校（旧尾鷲工業高等学校）へ移転4
平成２０年度に２台、平成２１年度に１台スクールバスを増車5
盲学校及び聾学校のあり方を検討6
寄宿舎のあり方を検討し、第一次実施計画期間から第二次実施計画期間にわたって段階的に統7
合

【２０】
企業庁 三重県工業用水道条例の一 工業用水道事業の円滑な維持運営を図るため、工業用水の

部を改正する条例案 料金を改定するものである。
（平成２２年１月１日から施行）

（主な改正内容）

・北伊勢工業用水道の基本料金、使用料金及び超過料金の単価を改め

る。

〈参 考〉

○ 地方公営企業の料金のうち地方自治法第２２５条の使用料に該当する料金に関する事項は、同法

第２２８条第１項の規定により条例で定めなければならないとされている。

○ 地方自治法

第２２５条 普通地方公共団体は （中略）公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。、

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなけれ

ばならない （後略）。

◎その他議案
（１３件） 【２１】

総務部 当せん金付証票の発売につ 公共事業等に要する経費に充てるための宝くじを発売する
いて ことについて、発売総額等必要な事項を定める。

発売総額 平成 年度 億円以内○ 22 170
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区 分 件 名 概 要

【２２】
県土整備部 工事請負契約について 二級河川百々川基幹河川改修工事（防潮水門下部工）

○場所 松阪市松ヶ島町地内
○契約金額 円592,515,000
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 松阪市高町４５０番地１

丸亀・宮本特定建設工事共同企業体
代表者 丸亀産業株式会社
代表取締役 竹上 亀代司

○工事の概要 防潮水門下部工Ｌ＝３５ｍ、Ｂ＝４８ｍ

【２３】
工事請負契約の変更につい 一般国道１６６号田引ＢＰ国補橋梁整備（片平１号橋上部
て 工その２）工事

○場所 松阪市飯高町田引地内
○契約金額 変更前 円627,900,000

変更後 円648,882,150
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番

１２号
株式会社ＩＨＩインフラシステム中部営
業所
所長 日比 重光

m m○工事の概要 橋長１１１．０ 幅員１３．０
橋梁上部工 単純下路式

トラスドランガー桁橋

【２４】
政策部 財産の取得について 電子県庁・電子自治体推進事業用機器の購入

（職員に配備したパソコンを更新するもの）

○契約金額 円218,400,000

【２５】
教育委員会 訴えの提起 和解を含む 不正に受給していた恩給を返還させるため、相手方に対し（ 。）

について て不正受給額及び不正受給額に対する遅延損害金等を県に返
還することを確約させたが、相手方がその後一部を返還した
ものの返還が滞っているため、訴えにより支払を求めるもの
である。

〈参 考〉

１ 相手方住所氏名

２ 事 件 名 不当利得の返還に係る損害賠償請求事件

３ 事 件 の 内 容 相手方は、恩給を受給していた父親が平成14年12月20日に死亡したにも

かかわらず、その届け出を故意に行わず、平成15年1月分から平成20年3月

分までの恩給を不正に受給していた。平成20年8月26日付けで県に対して

平成20年12月28日までに返還することを確約したが、その後一部を返還し

たものの返還が滞っているため、その支払を求める訴訟である。

４ 請 求 の 要 旨 三重県が相手方に対して、不正受給額に係る未返還額11,670,777円、平

成20年4月11日までの不正受給額13,322,400円に対する遅延損害金1,681,1

50円及び平成20年4月12日から返還される日までの期間に係る年5分の割合

による金額の支払を求める。
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区 分 件 名 概 要

【２６】
、 、政策部 損害賠償の額の決定及び和 平成２１年１０月８日 三重県尾鷲庁舎前駐車場において

解について 台風の強風により破損した駐車場設置の啓発用看板が、駐車
車両２台に接触し、車体を損傷したことについて、損害賠償
の額を決定し、これに伴う和解を行うものである。

損害賠償額 円790,655

【２７】
教育委員会 損害賠償の額の決定及び和 平成２１年７月２９日、三重県立相可高等学校において、

解について 職員が除草作業中に石をはね住民の自家用車の一部を破損し
たことについて、損害賠償の額を決定し、これに伴う和解を
行うものである。

損害賠償額 円56,805

【２８】
政策部 三重県立熊野古道センター 三重県立熊野古道センターの一層の効果的かつ効率的な運

の指定管理者の指定につい 営を図るため、三重県立熊野古道センターの管理を行う指定
て 管理者を指定するものである。

○指定管理者
所在地 尾鷲市野地町１２番２７号
名 称 特定非営利活動法人熊野古道自然・歴史・

文化ネットワーク
代表者 理事長 花尻 薫

○指定の期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで22 4 1 27 3 31

【２９】
（ ）県土整備部 三重県営住宅及び三重県特 三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅 南勢ブロック

定公共賃貸住宅（南勢ブロ （以下「住宅」という ）の一層の効果的かつ効率的な運営。
ック）の指定管理者の指定 を図るため、住宅の管理を行う指定管理者を指定するもので
について ある。

○指定管理者
所在地 名張市鴻之台２番町１９番地
名 称 三重県南勢地区管理事業共同体
代表者 代表 富永 巖

○指定の期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで22 4 1 26 3 31
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区 分 件 名 概 要

【３０】
県土整備部 三重県営住宅及び三重県特 三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅（東紀州ブロッ
つづき 定公共賃貸住宅（東紀州ブ ク （以下「住宅」という ）の一層の効果的かつ効率的な） 。

ロック）の指定管理者の指 運営を図るため、住宅の管理を行う指定管理者を指定するも
定について のである。

○指定管理者
所在地 名張市鴻之台２番町１９番地
名 称 三重県南勢地区管理事業共同体
代表者 代表 富永 巖

○指定の期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで22 4 1 26 3 31

【３１】
教育委員会 三重県立熊野少年自然の家 三重県立熊野少年自然の家の一層の効果的かつ効率的な運

の指定管理者の指定につい 営を図るため、三重県立熊野少年自然の家の管理を行う指定
て 管理者を指定するものである。

○指定管理者
653 12所在地 熊野市井戸町 番地

名 称 有限会社熊野市観光公社
代表者 代表取締役 和田 全弘

○指定の期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日22 4 1 25 3 31

【３２】
生活・文化部 三重県総合文化センターの 三重県総合文化センターの一層の効果的かつ効率的な運営

指定管理者の指定について を図るため、三重県総合文化センターの管理を行う指定管理
者を指定するものである。

○指定管理者
所在地 津市一身田上津部田１２３４番地
名 称 財団法人三重県文化振興事業団
代表者 理事長 豊田 長康

○指定の期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで22 4 1 27 3 31

【３３】
総務部 議会の議員その他非常勤の 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４

職員の公務災害補償等に関 第２項の規定に基づき、下記団体に係る議会の議員その他非
する事務の受託を廃止する 常勤の職員の公務災害補償等に関する事務の受託を廃止する
ための協議について ため、協議するものである。

（平成２１年３月３１日で事務受託を廃止する団体）
多気郡大台町、度会郡大紀町中学校組合
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区 分 件 名 概 要

◎報告
１５件 【３４】（ ）

県土整備部 専決処分の報告について 県営住宅家賃の滞納に伴う家賃の請求等の訴えの提起（和
訴えの提起 和解を含む 解を含む ）を行った。（ （ 。） 。
について）

【３５】
総務部 専決処分の報告について 平成２１年８月１１日伊勢市岩渕地内の駐車場において発

（損害賠償の額の決定及び 生した伊勢県税事務所（税務室）に係る自動車による公務上
和解について） の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円174,085

【３６】
健康福祉部 専決処分の報告について 平成２１年７月１５日松阪市川井町地内の駐車場において

（損害賠償の額の決定及び 発生した健康福祉部（津保健福祉事務所）に係る自動車によ
和解について） る公務上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円115,263

【３７】
専決処分の報告について 平成２１年８月１５日鈴鹿市寺家地内の国道２３号におい
（損害賠償の額の決定及び て発生した健康福祉部（国児学園）に係る自動車による公務
和解について） 上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円37,120

【３８】
環境森林部 専決処分の報告について 平成２１年８月２４日南牟婁郡御浜町大字阿田和地内の主

（損害賠償の額の決定及び 要地方道御浜紀和線において発生した環境森林部（廃棄物対
和解について） 策室）に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償の

額について和解した。
損害賠償額 円21,907

【３９】
農水商工部 専決処分の報告について 平成２１年８月１２日志摩市志摩町和具地内の国道２６０

（損害賠償の額の決定及び 号において発生した水産研究所に係る自動車による公務上の
和解について） 事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円58,500

【４０】
警察本部 専決処分の報告について 平成２１年５月１４日名張市夏見地内の市道において発生

（損害賠償の額の決定及び した名張警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
和解について） 害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円508,745
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【４１】
警察本部 専決処分の報告について 平成２１年５月２２日津市中河原地内の県道上浜高茶屋久
つづき （損害賠償の額の決定及び 居線において発生した津警察署に係る自動車による公務上の

和解について） 事故に関して損害賠償の額について和解した。
損害賠償額 円381,600

【４２】
専決処分の報告について 平成２１年６月１８日四日市市西山町地内の東名阪自動車
（損害賠償の額の決定及び 道において発生した捜査第二課に係る自動車による公務上の
和解について） 事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円425

【４３】
専決処分の報告について 平成２１年６月１９日いなべ市員弁町大泉新田地内の県道
（損害賠償の額の決定及び 大泉東停車場線において発生したいなべ警察署に係る自動車
和解について） による公務上の事故に関して損害賠償の額について和解し

た。
損害賠償額 円29,925

【４４】
専決処分の報告について 平成２１年７月３日伊勢市二見町茶屋地内の国道４２号に
（損害賠償の額の決定及び おいて発生した鳥羽警察署に係る自動車による公務上の事故
和解について） に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円24,686

【４５】
専決処分の報告について 平成２１年７月２５日桑名市大字星川地内の市道において
（損害賠償の額の決定及び 発生した桑名警察署に係る自動車による公務上の事故に関し
和解について） て損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円75,371

【４６】
専決処分の報告について 平成２１年８月３日鈴鹿市住吉三丁目地内の県道亀山鈴鹿
（損害賠償の額の決定及び 線において発生した鈴鹿警察署に係る自動車による公務上の
和解について） 事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円386,715

【４７】
専決処分の報告について 平成２１年８月１９日伊賀市上野農人町地内の駐車場にお
（損害賠償の額の決定及び いて発生した伊賀警察署に係る自動車による公務上の事故に
和解について） 関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円169,008
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【４８】
教育委員会 議会の議決すべき事件以外 県が賃借人となる予定価格７千万円以上の賃貸借の契約

の契約等について
【契約名称】三重県立伊勢高等学校仮設校舎等賃貸借契約
【履行場所】三重県立伊勢高等学校
【契約金額】 円65,583,000
【契約方法】一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

愛知県名古屋市中村区名駅 丁目 番 号4 10 27
日東工営株式会社名古屋支店
支店長 田村 明

【契約締結の年月日】
平成 年 月 日21 10 28

【契約期間】平成 年 月 日から21 10 28
平成 年 月 日まで24 3 31
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平成２１年第２回三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その３）

区 分 件 名 概 要

予 算 ５件
条 例 案 ３件 議案 ８件
その他議案 件
報 告 件
認 定 件
提 出 件

計 ８件

（注）現段階での予定案件であり、今後若干の変更が
ある場合がある。

◎予算
（５件）

総務部 【１】平成 年度三重県一般会計補正予算（第１１号）21

【２】平成 年度三重県水道事業会計補正予算（第３号）21

【３】平成 年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第３号）21

【４】平成 年度三重県電気事業会計補正予算（第２号）21

【５】平成 年度三重県病院事業会計補正予算（第２号）21

◎条例案
（３件） 【６】

総務部 知事及び副知事の給与及び 一般職に属する職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の
旅費に関する条例等の一部 改正等にかんがみ、特別職に属する職員等の期末手当の支給
を改正する条例案 割合の改正を行うものである。

（公布の日から施行）
（主な改正内容）

・ 特別職に属する職員等の期末手当について、年間支給割合を

１００分の４１０（現行１００分の４４５）に改める。

【７】
職員の給与に関する条例等 人事委員会の議会及び知事に対する平成２１年１０月９日
の一部を改正する条例案 付けの給与改定に関する勧告等にかんがみ、一般職に属する

職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正等を行うもの
である。

（公布の日（一部平成２２年４月１日）から施行）
（主な改正内容）

( ) 一般職に属する職員の期末手当について、年間支給割合を１００1
分の２７５（現行１００分の３００）に改める。

( ) 一般職に属する職員の勤勉手当について、年間支給割合を１００2
分の１４０（現行１００分の１５０）に改める。
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【８】
教育委員会 公立学校職員の給与に関す 人事委員会の議会及び知事に対する平成２１年１０月９日

る条例の一部を改正する条 付けの給与改定に関する勧告等にかんがみ、公立学校職員の
例案 期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正を行うものである。

（公布の日（一部平成２２年４月１日）から施行）
（主な改正内容）

(1) 公立学校職員の期末手当について、年間支給割合を１００分の

２７５（現行１００分の３００）に改める。

(2) 公立学校職員の勤勉手当について、年間支給割合を１００分の

１４０（現行１００分の１５０）に改める。


